


「許可証」、「特定労働者派遣事業届出書（事業主控）」の取扱い 

厚生労働省令で定める事項・・・ 
 ① 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名  
 ② 事業所の名称及び所在地 

（特定派遣元事業主） 
 特定派遣元事業主は、 
  第十六条第一項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定め 
  る事項を記載した書類を特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに 
  備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなけ 
  ればなりません。 
                    （労働者派遣法第１８条）  

（一般派遣元事業主） 
 許可証は、 
  一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係 
  者から請求があったときは提示しなければなりません。 
                     （労働者派遣法第８条）  



許可又は届出書提出の明示 

派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結する
に当たっては、あらかじめ、当該契約の相手
方に対し、第五条第一項の許可を受け、又は
第十六条第一項の規定により届出書を提出し
ている旨を明示しなければなりません。 
        （労働者派遣法第２６条第４項） 

※派遣先は労働者派遣契約の締結に当たり法第２６条第４項の規定

により明示された内容を、契約書面に併せて記載しておかなけ
ればなりません。 （労働者派遣法施行規則第２１条第４項） 



派遣元責任者の選任 

事業所ごとに自己の雇用する
労働者（役員可）から専属の
派遣元責任者を選任しなけれ
ばならない。 

派遣労働者の数１００人ごとに１人以上を選任 

物の製造業務に派遣する事業所 
  物の製造業務に従事する派遣労働者の数１００人ごとに 
  １人以上の「製造業務専門派遣元責任者」を選任 

選任 



「物の製造業務」とは？ 

○物を溶融、鋳造、加工し、または組立て、塗装する業務 

○製造用機械の操作の業務 

○上記業務と密接不可分の付随業務として、複数の加工・組立て業務を結ぶ場合  

 の運搬・選別・洗浄等の業務 

○製品の設計・製図の業務 

○物を直接加工し、または組み立てる業務等の工程に原料・半製品等を搬入する   

 業務 

○加工・組立て等の完了した製品を運搬・保管・包装する業務 

○製造用機械の点検の業務 

○製品を修理する業務 



派遣元責任者の職務 

     

 職 

  

 務 

  

 内 

  

 容 
 
 

 
① 派遣労働者であることの明示等 

② 就業条件等の明示 

③ 派遣先への通知 

④ 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知 

⑤ 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存 

⑥ 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施 

⑦ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理 

⑧ 派遣先との連絡調整 

⑨ 派遣労働者の個人情報の管理に関すること 

⑩ 安全衛生に関すること 

  （派遣元事業所において労働者の安全衛生を 

   統括管理する者及び派遣先との連絡調整） 



派遣事業変更届 

上記の期間内に変更届書の提出が必要 

許可申請及び届出内容に変更がある場合  

１０日以内 

事
業
所 

（
名
称
、
所
在
地
） 

代
表
者
・
役
員 

（
氏
名
、
住
所
） 

派
遣
元
責
任
者 

（
氏
名
、
住
所
） 

３０日以内 

特
定
製
造
業
務

へ
の
派
遣 

氏
名
又
は 

 
 

法
人
名
称 

住
所 

事
業
所
の
新
設 



許可更新手続きに必要なもの 

許可の有効期間満了日の３カ月前までに厚生労働大臣への更新

申請書等の提出が必要 

                  
① 一般労働者派遣事業許可更新申請書【様式第1号（第１面・第２面）】 

② 一般労働者派遣事業計画書【様式第３号（第１面・第２面・第３面）】 

  ※複数の事業所について更新申請を行う場合は、全ての事業所について 

   様式第３号が必要になります。 

③ 貸借対照表の写し 

④ 損益計算書の写し 

⑤ 株主資本等変動計算書の写し 

⑥ 法人税の納税申告書の写し【別表１・別表４】 

⑦ 法人税の納税証明書【その２所得金額】 

⑧ 手数料【収入印紙】 ５５，０００円×事業所数 

※①、②は正本1部、副本２部、③から⑦は正本１部、副本１部を作成すること。 

一般労働者派遣事業許可更新手続き一覧 
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事業報告 

一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を

行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければな

らない。 （労働者派遣法第２３条）  

・年度報告   

 労働者派遣事業報告書【様式第１１号（第１面・第２面）】  → 決算後 １ヶ月以内 

・収支決算書  

 労働者派遣事業収支決算書【様式第１２号】 → 決算後 ３ヶ月以内 

 ※派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、 

      労働者派遣事業収支決算書【様式第１２号】の提出を要さない。 

・６月１日現在の状況報告  

  労働者派遣事業報告書【様式第１１号-２ 】  → ６月３０日まで 

・グループ企業への派遣割合の報告 

  関係派遣先派遣割合報告書【様式第１２号－２】 → 決算後 ３ヶ月以内 

※提出部数：正本１部、副本2部提出が必要です。 

 

事業報告の提出について 



 
 

雇用とは 

労働者 
 

事業主 
報酬を与え
る 

労務に服する 

雇用する者が労働者を「使用」する（雇用と使用が一致） 



労働者派遣事業 

派遣元 派遣先 
労働者派遣契約 

指揮命令関係  雇用関係 

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命
令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを
業として行うことをいいます。 

労働者 

合法 



労働者供給事業 
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令
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労働者供給とは 

１年以下の懲役 又は １００万円以下の罰金 



労働者派遣事業とは（労働者供給事業との関係） 



①一般労働者派遣事業（許可制） 
 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業 

一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業 

②特定労働者派遣事業（届出制） 
 常時雇用される労働者のみを労働者派遣の対象とする事業 

常時雇用される労働者とは、雇用契約の形式の如何を問わず、事実上の期間の定めなく
雇用されている労働者 

①期間の定めなく雇用されている者 

②一定の期間を定めて雇用されている者であって、その契約期間が反復継続されて①と同
等と認められる者 

③日々雇用される者であって、その契約期間が反復継続されて①と同等と認められる者 

事業主・・・一般派遣と特定派遣の両方を持つことは可能 
 事業所・・・一般派遣と特定派遣が共存することはない 

特定労働者派遣事業を行っていた事業所が一般労働者派遣事業
を行うようになった場合は、廃止届又は変更届（事業所の廃
止）と一般労働者派遣事業の新規許可申請書の提出が必要です。 



①港湾運送業務 

労働者派遣を行うことができない業務 

②建設業務 

③警備業務 

④病院等における医療関係の業務（以下を除く） 
ⅰ紹介予定派遣をする場合 
ⅱ産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務の場合           
ⅲ医師の業務であって派遣労働者の就業場所がへき地等にある場合等 

⑤その他 



日雇派遣の禁止（概要） 

＜日雇派遣の問題点＞ 

○あまりにも短期の雇用・就業形態 

○派遣元・派遣先双方で必要な雇用管理責任が果たされていない 

①日雇派遣の原則禁止 

  日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者 

  （日雇労働者）について、労働者派遣を禁止 

 

②原則禁止の例外（労働者がいずれかに該当する場合） 

 ア）日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれが

ないと認められる業務 

 イ）雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合 

注）日雇派遣は原則禁止となるが、直接雇用による日雇就労が禁止されるわけではない。 



 日雇派遣の原則禁止（原則則禁止の例外となる「業務」、「場合」）   

●日雇派遣の原則禁止の例外となる「業務」 
    ⇒ 政令第４条第１項の業務 
 
●日雇派遣の原則禁止の例外となる「場合」 

  ⇒ 日雇労働者が以下のいずれかに該当する場合 

① 60歳以上の者 

② 雇用保険の適用を受けない学生（いわゆる昼間学生） 

③ 生業収入が500万円以上の者（副業） 

④ 生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であ

り、世帯収入の額が500万円以上（主たる生計者以外の者）       



日雇派遣の原則禁止（原則禁止の例外要件の確認方法等）   

●要件の確認方法 ⇒ 以下の書類によることが基本 

60歳以上の者 年齢が確認できる公的書類等 

いわゆる昼間学生 学生証等 

収入要件（500万円以上） 
本人・配偶者等の所得証明書、源泉徴収票
の写し等 

●確認結果の記録 ＜派遣元事業主における対応＞ 

 ・ 上記書類の写しを保存するまでの必要はない 
 ・ ただし、どのような種類の書類により確認を行ったかが分かるように

することが必要（例：派遣元管理台帳への記録） 



グループ企業派遣の制限（概要） 

＜グループ企業派遣の問題点＞ 

○同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合、派遣

元事業主が第二人事部的に位置付けられ、労働市場における需給調

整機能が果たされない 

①グループ企業内派遣の制限（８割規制） 

  あるグループ企業内の派遣会社が当該グループ企業に派

遣する割合を８割以下に制限 

  （注）派遣割合は労働時間で計算。また、定年退職者は算定から除外 

 

②派遣割合の実績報告 

  派遣元事業主に対して、事業年度終了後３ヶ月以内の「グ

ループ企業内派遣の派遣割合」の報告を義務化 



グループ企業派遣の制限（派遣割合の計算方法）   

●グループ企業への派遣割合の計算方法 
  ⇒ 毎事業年度終了後、以下の計算式により算出。 
    派遣元事業主は、計算結果を事業年度終了後３ヶ月以内に

報告。 
 

 
 
 
 

 

 

  注１）定年退職者が退職後に派遣労働者として就労する場合には、派遣元事業主のグ

ループ会社に派遣された場合であっても、分子（グループ企業への派遣）には含ま

れない。 

  注２）「定年退職者」には、継続雇用後に離職した者や継続雇用中の者も含まれる。 

  注３）ここでいう「労働時間」とは、派遣就業の労働時間をいう。 

  注４）％表記にした場合の小数点第２位以下を切り捨て 
 

派遣割合 ＝ 

（全派遣労働者のグループ企業での総労働時間 
   － 定年退職者のグループ企業での総労働時間） 

全派遣労働者の総労働時間 



離職後１年以内の労働者派遣の禁止 

＜離職前の事業者への労働者派遣の問題点＞ 

○本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者とすることで、労働条

件を切り下げている可能性 

○常用代替の典型例であり、労働者派遣法の趣旨に反する 

○離職後１年以内の労働者派遣の禁止 

 ・ 離職した労働者を離職後１年以内に離職前事業者へ

派遣労働者として派遣することを禁止（派遣元事業主の

義務） 

 ・ また、派遣先となる事業者が離職後１年以内の労働者

を派遣労働者として受け入れることを禁止（派遣先の義

務） 

  （注）定年退職者は禁止対象から除外 



離職後１年以内の労働者派遣の禁止（イメージ） 

派遣元事業主 
派遣先 

（離職前の事業者） 

離職→派遣労働者として雇用 

離職前の事業者に派遣労働者として派遣 

離職後１年間は、離職前の事業所に当
該労働者を派遣することを禁止 

●禁止対象となる派遣先 ⇒「事業者」単位（「事業所」単位ではない） 
●禁止対象から除外される派遣労働者 ⇒ 60歳以上の定年退職者 
   注）「定年退職者」には、継続雇用後に離職した者や継続雇用中の者も含まれる。 

●派遣先は、当該派遣労働者が離職後１年以内であるときは、書面等によりその

旨を派遣元事業主に通知 



労働者派遣事業業務運営のポイント 

• 労働者派遣事業業務運営のポイントについて 
 

１．派遣受入期間の制限に抵触する日の通知（派遣先→派遣元） 

２．派遣契約の締結（派遣契約の当事者） 

３．待遇に関する事項等の説明（派遣元→労働者） 

４．雇用契約の締結（派遣元事業主と労働者） 

５．派遣労働者であることの明示（同意）（派遣元→労働者） 

６．就業条件の明示（派遣元→派遣労働者） 

７．派遣料金の明示（派遣元→派遣労働者） 

８．派遣先通知（派遣元→派遣先） 

９．派遣元管理台帳の作成 

10.就業状況の報告（派遣先→派遣元） 

11.派遣停止の通知（派遣元→派遣先・派遣労働者） 

 



派遣受入期間の制限 

① 下記②から⑥以外の業務           ⇒  原則１年（最長３年まで） 
                      

② 政令業務                     ⇒  制限なし 
③ ３年以内の有期プロジェクト        ⇒  プロジェクト期間内は制限なし 
④ 日数限定業務               ⇒  制限なし 
⑤ 産前産後休業、育児休業等を 
   取得する労働者の業務           ⇒  制限なし 
⑥ 介護休業等を取得する労働者の業務  ⇒  制限なし 



派遣受入期間の制限のない業務１（日雇派遣禁止の例外） 

政令第４条第１項   日雇派遣の原則禁止の例外となる業務 
        

号番号 業務内容 旧号番号 

  １号 情報処理システム開発 1号 

  ２号 機械設計 2号 

  ３号 事務用機器操作 5号 

  ４号 通訳、翻訳、速記 6号 

  ５号 秘書 7号 

  ６号 ファイリング 8号 

  ７号 調査 9号 

  ８号 財務 10号 

政令第４条第１項 ９号 貿易 11号 

  １０号 デモンストレーション 12号 

  １１号 添乗 13号 

  １２号 受付・案内 16号 

  １３号 研究開発 17号 

  １４号 事業の実施体制の企画、立案 18号 

  １５号 書籍等の制作・編集 19号 

  １６号 広告デザイン 20号 

  １７号 ＯＡインストラクション 23号 

  １８号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 25号 



派遣受入期間の制限のない業務２ （日雇派遣禁止） 

政令第５条   日雇派遣の原則禁止の例外とならない業務 

        

新号番号 業務内容 旧号番号 

  １号 放送機器等操作 3号 

  ２号 放送番組等の制作 4号 

  ３号 建築物清掃 14号 

  ４号 建築設備運転等 15号 

  ５号 駐車場管理等 16号 

政令第５条 ６号 インテリアコーディネータ 21号 

  ７号 アナウンサー 22号 

  ８号 テレマーケティングの営業 24号 

  ９号 放送番組等における大道具・小道具 26号 

  

１０号 

水道施設等の設備運転等 

追加    （一般廃棄物処理施設の設備運転等の業務） 

    （非破壊検査用の機器の運転等の業務） 



派遣受入期間の制限のない業務での留意点① 

③の割合が 

１割以下 

③の割合が 

１割を超える 

      複 合 業 務（原則：自由化業務）   
 ①政令業務     ②  ①の付随的業務     ③ その他の業務 
 （①のみ）        （①と②）           ①と③ 
                           ①と②と③ 
                               

  政令業務に該当  自由化業務に該当 



派遣受入制限のない業務での留意点② 

 ①政令業務 

 ②政令業務の付随的業務 

 

 

 

 

 ③その他の業務   

政令業務以外の業務で、政令業務の実施に伴

い付随的に行う行為。 
なお、政令業務（①及び②）の付随的業務（③）の割合が１割を超える場合は政令業務に

は該当せず、又は政令業務（①及び②）と併せて①、②及び③以外の業務（④）を行う場

合も自由化業務（受入制限を受ける業務）の取り扱いとなる。 

 

政令業務以外の業務。 



「同一の業務」について 

 
派遣期間の制限を受ける業務において、以下について「同一の業務」と
みなされます。 
 ①労働者派遣契約を更新して引き続き同じ業務を行う場合 
 ②派遣先における組織の最小単位において行われる業務 
 

「組織の最小単位」とは業務の内容について指示を行う権限を有する者と
その者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位のものを
いい、係や班、課、グループ等が該当します。 
 ただし、派遣労働者の受入れに伴い係、班等を形式的に分ける場合、労
働者数の多いこと等に伴う管理上の理由により係、班等を分けている場合
については、同一の業務であるとみなされます。 



同一の業務について 

組織の最小単位について  

部長 

  

組
織
の
最
小
単
位 

派遣労働者 

係員 
係長 

課長 

係長 

課長 

係員 

派遣労働者 

指揮 
命令者 

指揮 
命令者 

応
援
体
制 



派遣受入期間の制限に抵触する日の通知 

派遣受入期間の制限を受け
る業務について、１年を超
えて派遣を受け入れようと
する派遣先は、あらかじめ、
派遣先の労働者の過半数で
組織する労働組合等に対し
て、派遣を受けようとする
業務、期間及び開始予定時
期を通知し、意見を聴かな
ければなりません。 

 

派遣先 

 

書面・ＦＡＸ 
電子メール 

派遣受入期間の制限
に抵触する日の通知 

労働者派遣契約 

 

派遣元 

 
通知がない場合 

※派遣受入期間に制限のある業務で、新たな労
働者派遣契約を締結する場合は 

      → 抵触日通知が必要 



派遣受入期間に制限のある業務（抵触日通知が必要） 

1月1日 

受入制限の例１ 

受入制限の例２ 

1月1日 12月31日 

派遣契約終了 

× 

同一部署の同一
業務について派遣
受入れはできない

（抵触日） 

派遣契約終了 

12月31日 ４月２１日 

クーリング期間（3ヶ月を
超える期間） 

1月1日 

同一部署の同一
業務について派
遣受入れはでき
ない（抵触日） 

派遣受入可能 



 

 

労働者派遣契約 

派遣元 
 

派遣先 

労働者派遣契約の締結 



労働者派遣契約の意義 

基本契約 

基本契約とは、  
  恒常的に取引先との間に労働者派遣をする旨の契約 

個別契約とは、 
  個々具体的に労働者派遣をする場合に個別に、就業 
 条件等を含む内容の契約 

個別契約 

※派遣法第２６条でいう労働者派遣契約は、個別契約をさす。 



労働者派遣契約に当たって 

 許可を受けていること又は 
 届出書を提出していること 
  を相手方に明示する必要 

一般派遣元事業主⇒許可証に記載されている許可番号 
         般２９－○○○○○○ 
特定派遣元事業主⇒届出書事業主控に記載されている 
         届出受理番号 
         特２９－○○○○○○ 



労働者派遣契約の内容（書面の作成） 

①派遣人数 

②派遣労働者の業務 

③従事する事業所の名称・所在
地、派遣就業場所 

④直接指揮命令する者 

⑤派遣期間及び派遣就業日 

⑥派遣就業の開始及び終了の
時刻並びに休憩時間 

⑦安全衛生に関する事項 

⑧苦情処理に関する事項 

 
※ 派遣先においては許可を受け、又は届出書を提出 

  している旨を派遣元から明示された内容 

⑨派遣労働者の雇用の安定を図るた
めの措置 

⑩（紹介予定派遣の場合）  

  職業紹介後に労働者が従事する業
務内容、労働条件等紹介予定派遣
に関する事項 

⑪派遣元・派遣先責任者に関する事
項 

⑫就業状況に関する事項 

⑬便宜供与に関する事項 

⑭受入期間制限のない業務について
行う労働者派遣に関する事項（政
令条項号番号） 

⑮その他産前産後・育児・介護休業に
関する事項 

労働者派遣法第２６条第１項、同法施行規則第２２条 



②派遣労働者の業務‥‥業務に必要とされる能力、行う業務等が具体的に記述さ  
   れ適格な派遣労働者を派遣元事業主が決定できる程度の記載が必要（受入  
   期間の制限を受けない業務の場合は、号番号等も記述すること。） 

労働者派遣契約事項の詳細（１） 

③従事する事業所の名所、所在地、派遣就業場所→ 
   事業場の名称、所在地、派遣労働者の所属部署（最小単位の組織）、電話  
   番号等 

④直接指揮命令者‥‥派遣労働者を具体的に指揮命令する者の部署、役職及び氏名 

⑤派遣就業期間及び派遣就業日→ 
   派遣労働者が労働者派遣される期間及び派遣労働者が具体的に派遣就業す 
   る日であり、期間については、開始及び終了年月日、就業する日について 
   は、具体的な曜日又は日が必要 

⑥派遣就業の開始及び終業の時刻並びに休憩時間→ 
   始業、終業時刻並びに休憩時間（休憩の開始及び終了時刻を特定することが 
   望ましい） 

①派遣労働者の人数‥‥②以下の内容の差異に応じて派遣労働者の人数 



⑦安全衛生に関する事項 
  ※派遣労働者の危険又は健康防止障害を防止するための措置に関する事項 
  ※健康診断の実施等健康管理に関する事項 
  ※換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項 
  ※安全衛生教育に関する事項 
  ※免許の取得等就業制限業務に関する事項 
  ※安全衛生管理体制に関する事項 
  ※その他の安全衛生に関する事項 

労働者派遣契約事項の詳細（２） 

 
⑧苦情処理に関する事項 
  ※派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元 
   及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携 
   のための体制等を記載すること 
  ※派遣労働者の苦情の申出を受ける者については、その者の氏名ほか、部署、 
   役職、電話番号についても記載すること。 
   



 
⑨派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 
  ※労働者派遣契約解除の事前申し入れ、派遣元事業主の合意 
  ※派遣先における新たな就業機会の確保 
  ※派遣労働者に対する休業手当等の費用負担に関する措置 
  ※労働者派遣契約の解除の理由の明示 
   

労働者派遣契約事項の詳細（３） 

 
⑩紹介予定派遣に関する事項（紹介予定派遣の場合のみ） 
 ※紹介予定派遣である旨 
 ※職業紹介後に労働者が従事する業務の内容、雇用契約の期間、就業場所、賃 
  金の額、始業及び終業の時刻、所定外労働時間の有無、休憩時間及び休日、 
  社会保険加入の有無に関する事項等 
 ※紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場 
  合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由  
  を、書面の交付等により、派遣元事業主に対して明示する旨  
 ※紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取      
  扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨  
   



⑪派遣元・派遣先責任者に関する事項 
  ※派遣元・派遣先責任者の役職、氏名及び連絡方法（電話番号等） 
  ※派遣労働者が従事する業務の内容が製造業務である場合には、製造業務専門 
   派遣元責任者の役職、氏名及び連絡方法並びに製造業務専門派遣先責任者で 
   ある旨を記載 

労働者派遣契約事項の詳細（４） 

 
⑫就業状況に関する事項 
  ※派遣就業をする日以外の日に就業をさせることができ、派遣就業開始の時刻 
   から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合には、 
   当該当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数 
  ※派遣元が締結した３６協定の範囲内で可能 
   
⑬便宜供与に関する事項 
  ※派遣労働者が利用可能な派遣先施設等（診療所、給食施設、制服の貸与）を 
   具体的に記載。 

⑭受入期間の制限を受けない業務について行なう労働者派遣に関する事項、政令 
 号番号 

⑮その他産前産後・育児・介護休業に関する事項 



 

 
 

派遣元 

派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止 

 

 
 

派遣先 

事前面接、履歴書送付要請 

協力してはならない 派遣先は、労働者派遣
契約を締結するに際し、
派遣労働者を特定する
ことを目的とする行為
をしないよう努めなけ
ればなりません（ただ
し、紹介予定派遣を除
きます。）。 



派遣契約期間の制限 

 派遣先が安易に派遣労働者を 
 利用することの防止 

①厚生労働大臣の定める期間（政令で定める２８業務） 
 (1)政令第４条第１項の業務及び第５条第１号、２号、６号、７号、９号及び１０ 
  号の業務                         ⇒ ３年 
 (2)上記(1)以外：政令第５条第３号から５号及び８号の業務 ⇒ 制限なし 

②派遣受入制限のある業務については、抵触日の前日までの期間 

①厚生労働大臣の定める期間 

②派遣受入制限のあるものに注意 



労働者派遣契約の更新 

一定の期間を定めた契約において、その期間の満了
に際して、当事者の約定によりその契約の同一性を
存続させつつ、その存続期間のみを延長すること。 

自動更新契約とは、当該契約の更新が行われるにしても、当該更新が自動的
に行われる定めとなっているものである。 
例）特段の事情（契約当事者の契約解除の意思表示）がない限り労働者派遣 
  契約を自動的に更新することなど 

自動更新の例外 
有期的事業の遂行のために臨時的に設けられた組織において就業させる労働者派遣に
ついては、当該更新された労働者派遣の期間を通算した期間が３年を超えないものに
ついては、自動更新について定めることが可能 

従来の契約期間の満了に際して、従前の契約に代え
てこれと同一内容の別個な契約を新しく締結するこ
と。 

自動更新
契約は× 



派遣労働者であることの明示 

派遣労働者であることを明示 

派遣労働者であることの明示
と同意が必要 

あ
ら
か
じ
め 



 

 

就業条件等の明示 

派遣元事業主が 

派遣労働者を派遣 

しようとするとき 

派遣労働者へ 

労働者派遣をする旨、 

就業条件、抵触日、 

派遣料金額等を 

書面の交付の方法 

で明示 



待遇に関する事項等の説明（説明事項等） 

●説明すべき事項 
  ① 派遣労働者として雇用した場合における賃金額の見込みその他の待遇

に関する事項 

  ② 事業運営に関する事項  ③ 労働者派遣制度の概要 
 

    注１）「その他の待遇に関する事項」とは、例えば、想定される就業時間・就業場所、教育訓練 

       等が考えられるが、その時点で説明可能な内容を説明すればよい。 

    注２）「事業運営に関する事項」とは、派遣元事業主の会社概要等をいう。 
 

●説明の方法 
  ⇒ 書面・Fax・メールその他の方法により実施。ただし、賃金額の見込みに

ついては、書面・Fax・メールのいずれかによる。 

●説明の時期 
  ⇒ 労働契約の締結前 

    注）登録型派遣の場合の登録中の労働者に対して説明するようなイメージ 



待遇に関する事項等の説明（登録中の労働者等） 

●明示すべき派遣料金額 
  ⇒ 以下のいずれかとする。 

   ① 当該派遣労働者本人の派遣料金額 

   ② 当該派遣労働者が所属する事業所における派遣料金額の平均額 

●明示の方法 
  ⇒ 書面・Fax・メールにより実施（口頭等による明示は不可） 

●明示の時期 
  ① 労働契約の締結時 

  ② 実際の労働者派遣時 

  ③ 明示した派遣料金額を変更する時 

    注）ただし、労働契約の締結時（①）に明示した派遣料金額と実際の労働者派遣時（②）の派 

      遣料金額が同じである場合、実際の労働者派遣時（②）の派遣料金額の明示は省略可 



明示すべき就業条件等（書面等明示） 

①派遣労働者の業務 

②従事する事業所の名称、所
在地、派遣就業場所 

③直接指揮命令する者 

④派遣期間及び派遣就業日 

⑤派遣就業の開始及び終了の
時刻並びに休憩時間 

⑥安全衛生に関する事項 

⑦苦情処理に関する事項 

⑧派遣労働者の雇用の安定を図るた
めの措置 

⑨紹介予定派遣の場合 

  職業紹介後に労働者が従事する業
務の内容、労働条件等紹介予定派
遣に関する事項 

⑩抵触日 

⑪派遣元・派遣先責任者に関する事
項 

⑫時間外・休日労働に関する事項 

⑬便宜供与に関する事項 

⑭派遣受入期間の制限を受けない業
務に関する事項 

⑮派遣料金額 



 

 

派遣先への通知 

派遣元事業主 

派遣先へ通知 

派遣労働者の 

氏名、性別、 

年齢（下記年齢に該当する場合） 
社会保険の加入の有無、 

有期・無期雇用の別等 

①派遣労働者が４５歳以上である場合は、「４５歳以上」である旨、通知 

②派遣労働者が１８歳未満である場合は、実年齢を通知 

③健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出無しの場合、その具体的な理 
由を通知 

④派遣労働者が有期雇用か無期雇用かの別を通知 



派遣元管理台帳を作成し、３年間保存 

①派遣労働者ごとに就業条件等を記載 

②派遣元管理台帳の作成は、事業所ごとに行う 

③一般派遣元事業主は、常時雇用される者とそれ以 

 外の者に分けて作成 

派遣元管理台帳 



派遣元管理台帳の記載事項 

①派遣労働者の氏名 

②派遣先事業主の氏名又は名称 

③派遣先の事業所の名称 

④派遣先の事業所の所在地、派
遣就業場所 

⑤派遣期間及び派遣就業日 

⑥始業及び終業の時刻 

⑦従事する業務の種類 

⑧苦情処理に関する事項 

⑨紹介予定派遣に関する事項 

⑩派遣元・派遣先責任者に関
する事項 

⑪時間外・休日労働に関する
事項 

⑫就業状況 

⑬派遣受入期間の制限を受け
ない業務に関する事項 

⑭健康保険・厚生年金保険・雇
用保険の被保険者資格取得
届の提出の有無等に関する
事項 



 法第４２条第３項の規定による派遣元事業主に対する通知は、
派遣労働者ごとの同条第１項第２号から第４号（派遣就業をした
日、派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休
憩した時間、従事した業務の種類）まで並びに第３６条第１号（派
遣労働者の氏名）及び第４号（派遣労働者が労働者派遣に係る
労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をし
た場所）に掲げる事項を、１箇月ごとに１回以上、一定の期日を
定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければな
らない。 

就業状況の報告 



 

 
 

 

派遣元 

派遣停止の通知 

 

派遣先 

 

派遣労働者 

②派遣受入期間の制限に抵触する日を明示したうえで 

③派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行 

 わない旨を明示 

①派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の 

 １か月前から前日までの間に 

書面・ＦＡＸ 
電子メール 

書面 



派遣労働者にかかる雇用制限の禁止 

派遣元 派遣先 

労働者 

労働者派遣契約の終了 

派遣先が雇用  正当な理由
なく、派遣
先への雇用
を制限して
はいけない 

労働契約 

の終了 



派遣労働者への雇用契約の申込み義務（１：受入れ制限のある業務） 

派遣先は 

派遣先 
抵触日の前日までに 
派遣先に雇用される 
ことを希望する派遣 
労働者 

または 
派遣停止の通知を受け、抵触日以降も派遣停止を受
けた労働者を使用しようとするとき 



派遣労働者の雇用の努力義務（１：受入れ制限のある業務） 

派遣先は 

派遣先 派遣労働者 

または 

就業場所ごとの同一業務について、継続して１年
以上派遣受入期間以内の期間派遣労働者を受入れ
た場合であって、引き続き同一業務に労働者を従
事させるため、労働者を雇い入れようとするとき 

①派遣実施期間が経過した日までに、派遣先に雇用されて同一業
務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出たこと。 

②派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に派遣元事業主
との雇用関係が終了したこと。 



派遣労働者への雇用契約の申込み義務（２：受入れ制限のない業務） 

派遣先は 

派遣先 派遣労働者 

または 

就業場所ごとの同一業務について、３年を超える
期間継続して同一の派遣労働者に係る派遣の役務
の提供を受けている場合において、その業務に労
働者を雇い入れようとするとき 

※派遣元において無期雇用の派遣労働者については、
適用除外。 



有期雇用派遣労働者等の無期雇用への転換推進措置（対象者・措置の内容）  

• 派遣元事業主との雇用期間が通算して１年以上である「有期
契約の派遣労働者」 

• 派遣元事業主との雇用期間が通算して１年以上である労働
者を「派遣労働者」として雇用する場合（登録型派遣で、登録中の
労働者を新たに雇用する場合をイメージ） 

対象となる労働

者（「一定の有期

雇用派遣労働者等」

の範囲） 

• 無期雇用の派遣労働者又は無期雇用の通常の労働者とし
て雇用する機会の提供 

• 紹介予定派遣の対象とすることで、直接雇用を推進 

• 無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練等
の実施 

無期雇用への転
換推進措置の内
容 

（派遣元事業主が講
ずべき措置） 

※１ 派遣元事業主は、労働契約の締結・更新の機会やメールの活用等により、対象となる労働者
の希望を把握するよう努める必要がある。 

※２ 派遣元事業主が講ずべき無期雇用への転換推進措置は、上記のいずれかの措置でよい。 



派遣契約の中途解除時への対応（概要） 

＜派遣契約の中途解除に関する課題＞ 

○労働者派遣契約の中途解除に伴い、派遣労働者の雇用が失われる 

○派遣契約の中途解除に当たり講ずべき措置の明確化 

 ・ 派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、派

遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支

払いに要する費用の負担等の措置を講ずるよう、派遣

先に対して義務化 

 ・ 派遣契約に、派遣契約の解除時に講ずる派遣労働者の

新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する

費用の負担等に関する事項を盛り込むことを明示 



均等待遇の確保 

●以下の要素を勘案して、派遣労働者の賃金を決定するよう努めること。 

 ① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準 

 ② 派遣労働者と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準 

 ③ 派遣労働者の職務内容や成果等 

●教育訓練・福利厚生等についても、派遣労働者と同種の業務に従事す

る派遣先の労働者との均衡を考慮するよう努めること。 

派遣元 
事業主 

●派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣

先の労働者の賃金水準、教育訓練等に関する情報を提供するよう努め

ること。 

●派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者の職務の評価等に協力するよ

う努めること。 

派遣先 

●均衡待遇の確保に向けて派遣元事業主・派遣先が、それぞれ以下のとお
りの措置を講じることが必要。 



マージン率等の情報提供 

●マージン率の計算方法 
  ⇒ 毎事業年度終了後、以下の計算式により算出。 
    派遣元事業主は、計算結果をインターネット等により情報提供。 
 

 
 
 
 
 

 注１）マージン率の計算は事業所ごとに行うことが原則であるが、その事業所が労働者派遣事業 

   を行う他の事業所と一体的な経営を行っている場合には、その範囲内で算定することも妨げな    

   い。 

  注２）％表記にした場合の小数点第２位以下を四捨五入 

    ※ 平均賃金、平均料金については、１円未満の端数を四捨五入 

       公開時期 改正法施行後に終了する事業年度から公開   

        例）H２５..３末事業年度の場合、Ｈ２５.４月以降速やかに公開 

 

マージン率 ＝ 

（労働者派遣に関する料金額の平均額 
         － 派遣労働者の賃金額の平均額） 

労働者派遣に関する料金額の平均額 



マージン率等の情報提供（情報提供事項） 

●情報提供すべき事項 
  ⇒ 事業所ごとに、以下の情報を提供することが必要 
    ① 派遣労働者の数      ② 派遣先の数 
    ③ マージン率       ④ 教育訓練に関する事項 
    ⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額 
    ⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額 
    ⑦ その他参考となると認められる事項 
 
 

      注１）「教育訓練に関する事項」とは、派遣元事業主で実施している教育訓練の内容・実施

期間・費用負担の有無等をいう。 

      注２）「その他参考となると認められる事項」とは、派遣元事業主の判断に委ねられるが、

例えば、福利厚生に関する事項等が考えられる。 



マージン率等の情報提供（情報提供の方法） 

●いわゆる「マージン 」とは、以下の算式により計算した結果のこと。 
  マージン ＝ 派遣料金額（派遣元事業主の収入）－ 派遣労働者に支払った賃金額 

●派遣元事業主は、「マージン」相当分から、法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・

事業経費等を支払う。 

  ⇒ 従って、教育訓練や福利厚生に力を入れている派遣元事業主の場合には、そうで

ない派遣元事業主と比べて、マージン率が高めに出る可能性がある。 

●情報提供の際には、教育訓練やその他参考となると認められる事項（福利厚生等）に

ついても可能な限り分かりやすく記載することで、派遣元事業主の取組が労働者や派

遣先に正確に伝わるようにすることが重要。 

●また、労働者や派遣先も、マージン率だけで評価するのではなく、その他の情報と組み

合わせて総合的に評価することが重要。 



「派遣元事業主、派遣先が講ずべき措置に関する指針」について 

• 派遣元事業主が講ずべき措置に関する
指針 

 

１．労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

２．派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

３．適切な苦情の処理 

４．労働・社会保険の適用の促進 

５．派遣先との連絡体制の確立 

６．派遣労働者に対する就業条件の明示 

７．労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの 

   禁止 

８．派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進 

９．関係法令の関係者への周知 

１０．個人情報の保護 

１１．派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁
止等 

１２．紹介予定派遣 

１３．情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 派遣先が講ずべき措置に関する指針 
 

１．労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

２．労働者派遣契約に定める就業条件の確保 

３．派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止 

４．性別による差別の禁止 

５．労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是 

   正措置等 

６．派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

７．適切な苦情の処理 

８．労働・社会保険の適用の促進 

９．適正な派遣就業の確保 

１０．関係法令の関係者への周知 

１１．派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立 

１２．派遣労働者に対する説明会等の実施 

１３．派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行 

１４．労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な
運用 

１５．労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意
見聴取の適切かつ確実な実施 

１６．雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの
派遣労働者の受け入れ 

１７．安全衛生に係る措置 

１８．紹介予定派遣 

 

 



労働基準法等の適用 

 

派遣元が責任を負う主な事項 
 

①労働契約 
②賃金（時間外等の割増賃金を   
     含む。） 
③変形労働時間の定め、時間 
     外・休日労働協定の締結 
④年次有給休暇 
⑤産前産後休業 
⑥災害補償 
⑦就業規則 
⑧健康診断（一般健康診断等） 
⑨雇入れ時等の安全衛生教育    

 

派遣先が責任を負う主な事項 
 

①労働時間、休憩、休日、深夜業 
②育児時間 
③生理日の就業が著しく困難な 
  女性に対する措置 
④健康診断（有害な業務に係る健 
  康診断等） 
⑤労働者の危険又は健康障害を 
  防止するための措置 
⑥危険有害業務就業時等の安全 
  衛生教育   
 



労働契約申込みみなし制度（イメージ） 

派遣元事業主 派遣先 

【労働契約申込みみなし制度の対象となる「違法派遣」】 

●労働者派遣の禁止業務に従事させた場合 

 ※禁止業務→港湾運送業務・建設業務等 

●無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合 

●派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合 

●いわゆる偽装請負の場合（請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合） 

注）労働契約申込みみなし制度の施行は、平成27年10月１日 

派遣労働者 

派遣労働者を違法派遣 

違法派遣が行われた時点で、派遣先が当該労働
者に労働契約を申し込んだものとみなす 
（違法派遣であることを派遣先が知らず、かつ、そのこ

とに過失がない場合を除く） 

派遣労働者が希望する場合、 
申込みを承諾 
（承諾するかどうかは、派遣労働者の希望によ
る） 

※１ 労働契約申込みみなしの期間は１年間
（派遣先は、１年間は申込みを撤回でき
ない） 

※２ その場合の労働条件は、労働契約申込
みみなし時点における派遣元事業主との
労働条件と同一 





請負事業 

請負業者 注文主 

労働者 

請負契約 

雇用関係 



労働者派遣と請負の区分（告示３７号のイメージ） 



告示３７号 第２条 第１号 



告示３７号 第２条 第２号 



出 向・転 籍 

自社の労働者としての地位を喪失し、他社の労働者

として地位を取得することが相互に関連するもの 

出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先

において新たな労働契約関係に基づき相当期間継続

的に勤務する形態 



在籍出向の目的（事業性がなく法違反とならない） 

①不況等により労働者を離職させないための関係 

 会社における雇用機会を確保（要員調整型） 

②経営指導、技術指導の実施（業務提携型） 

③職業能力開発の一環（実習型） 

④企業グループ内の人事交流（人事交流型） 

                    など 



在籍出向の判断 

出向元 出向先 

労働者 

出向契約 

雇用関係 

 採用されて
短期間で出向 

出向元への復帰が
明らかでない場合 

労働者供給事業？ 在籍出向 可能性 

供給元 供給先 供給契約 

雇用関係 



是正指導・行政処分について 
 

• 是正指導・行政処分について 
 

 是正指導について 

  ●労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の適正な就業条件確保のため、定期的に派遣                   
元及び派遣先の指導監督を実施 

 ●法違反が見つかれば⇒是正指導（法第４８条第１項） 

 ●是正指導された場合⇒事業主はその是正と結果報告を行わなければならない 

 

 行政処分等について 

  ●悪質な法違反、繰り返しの法違反、故意に行われた法違反等⇒行政処分、勧告、告発等の厳しい
措置を実施 

  ●悪質な法違反： 別紙参照 

  ●行政処分の内容：許可の取消し、事業廃止命令、改善命令、労働者派遣の停止命令 

  ●どのような行政処分を下すかについては、法違反事案の内容や悪質の度合いにより判断 

  ●改善命令は違法行為そのものについて是正を求めるものではなく、法違反を起こすような雇用管理

体制及び労働者派遣事業の運営方法そのものについて全社的に改善を行わせることを目的とする
もの 

  ●行政処分を行っても改善がされない場合等で、司法処分の必要性があると判断した場合は警察当
局へ告発することとなる 

 

  

 

 



平成２４年法改正の経過措置等 

●日雇派遣の原則禁止・離職後１年以内の労働者派遣の禁止 
  ⇒ 施行日（平成24年10月１日）以後に締結される労働者派遣契約に基づき

行われるものから適用。 

●グループ企業内派遣の制限 
  ⇒ 施行日（平成24年10月１日）以後に開始される事業年度分から適用。 

    （例）事業年度終了が３月期の場合 

      … 平成25年４月以降の事業年度分から適用 

●マージン率等の情報提供 
  ⇒ 施行日（平成24年10月１日）以後に終了する事業年度分から公表すれば

可。 

    （例）事業年度終了が３月期の場合 

      … 平成25年４月以降、速やかに公表 



参考：法改正により新たに課される派遣元・派遣先事業主の責務 

派遣元事業主 派遣先 

○グループ企業派遣（法23③・23の２） 
 →８割規制、実績報告 

○マージン率等の情報提供（法23⑤） 

○派遣先の都合による労働者派遣契約解除時に講ず
べき措置（法29の２） 

 →新たな就業機会の確保、休業手当等の費用負担
等 

○有期雇用派遣労働者等の無期雇用への転換推進措
置（法30） 

○均衡待遇の確保（法30の２） 
○均衡待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力
（法40③） 

○待遇に関する事項等の説明（法31の２） 

○派遣料金額の明示（法34の２） 

○派遣先への通知事項に派遣労働者が無期雇用労働
者であるか否かを追加（法35①Ⅱ） 

○日雇派遣の原則禁止（法35の３） 

○離職後１年以内の労働者派遣の禁止（法35の４） 
○離職後１年以内の労働者派遣の受入禁止、該当す
る場合の派遣元への通知（法40の６） 

○労働契約申込みみなし制度【平成27年10月１日施
行】 




